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「特別支援総合プロジェクト特命チーム」と「障害者学習支援推進室」の設置
 文部科学省では、障害者が生涯にわたり自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送る

ことができるようにすることが重要であるとの認識のもと、省内の体制を確立するため、「特別支援総合プロジェクト特命

チーム」を設置するとともに、平成29年度から生涯学習政策局に「障害者学習支援推進室」を新設。

 今後、教育、スポーツ、文化の施策全体にわたり、障害者の生涯を通じた多様な学習活動を支援するため、福祉・保健・

医療・労働等の関係部局と連携した進学・就職を含む切れ目ない支援体制の整備、障害のある子供の自立や社会参加

に向けた主体的な取組を支援する特別支援教育、障害者スポーツや障害者の文化芸術活動の振興等の施策を横断的

かつ総合的に推進。

特別支援総合プロジェクト 推進チーム

生涯学習政策局

生涯学習推進課

障害者学習支援推進室
・生涯学習政策局

生涯学習推進課長

生涯学習推進課障害者学習支援推進室長

生涯学習推進課課長補佐

社会教育官

・初等中等教育局

特別支援教育課長

特別支援教育企画官

特別支援教育課専門官

・高等教育局

学生・留学生課 課長補佐

・スポーツ庁

健康ｽﾎﾟｰﾂ課 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興室長

健康ｽﾎﾟｰﾂ課 障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興室室長補佐

・文化庁

芸術文化課課長補佐

・厚生労働省（オブザーバー）

社会・援護局 障害保健福祉部

障害福祉課 課長補佐

職業安定局 雇用開発部

障害者雇用対策課課長補佐

特別支援総合プロジェクト 特命チーム

（平成29年4月1日現在）

室長

室長補佐 生涯学習推進課課長補佐

特別支援教育課専門官

係長

係員 生涯学習推進課係員

※網掛けの者は専任
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 「特別支援教育の生涯学習化に向けて」（平成29年4月7日付 文部科学大臣メッセージ）。

～大臣メッセージ ポイント～

○障害のある方々が、夢や希望を持って活躍できるような社会を目指していく必要。その中でも、保護者の方々は、特別支援学校卒業後の

学びや交流の場がなくなることに大きな不安を持っていること。

○今後は、障害のある方々が生涯を通じて教育、文化、スポーツなどの様々な機会に親しむことができるよう、教育施策とスポーツ施策、福

祉施策と労働施策等を連動させながら支援していくことが重要。これを「特別支援教育の生涯学習化」と表現すること。

○各地方公共団体においても、関係部局の連携の下、国と共に取り組んでいただきたいこと。

 併せて、同日付で、地方公共団体等への協力依頼の通知を、関係局長等
※

の連名にて発出。

※生涯学習政策局長、初等中等教育局長、高等教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長

第１ 障害者の多様な学習活動を総合的に支援する取組・体制の充実について

○障害者のライフステージ全体に着目して，多様な学習活動の支援を推進する体制

●を確立し，厚生労働省等とも連携しながら，教育やスポーツ，文化の施策全体に

●わたって一体的に推進するため，「障害者学習支援推進室」を生涯学習政策局に

●設置。

○都道府県・市町村に，関係機関との連携や取組の推進を行う部署の明確化など，

●体制の整備・充実を依頼。

第２ 障害者の生涯学習支援活動に係る文部科学大臣表彰のための推薦について

○障害者の生涯学習を支える活動を行う団体等を表彰予定
※１

。適切な候補の推薦

を依頼。

※１：平成29年5月9日付で都道府県等に推薦依頼済。

第３ 障害者スポーツ振興を総合的に推進するための体制整備について

○スポーツ事務の一元化を含め，障害者スポーツ振興を総合的に推進するための

●体制整備を依頼。

第４ 「Specialプロジェクト２０２０」について

○全国の特別支援学校においてスポーツ，文化，教育の祭典を開催するため，モデ

●ル事業を実施。都道府県の関係部署や関係団体等が連携して，プロジェクトの推

●進に向けた体制の構築を依頼。

「障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について」依頼事項のポイント

第５ 障害者による文化芸術活動の充実について

○障害者の優れた文化芸術活動の取組の調査研究や、成果発表の公演などの

●支援を実施。

○障害者の個性と能力の発揮、社会参加の促進、相互理解につながる文化芸術

●活動の充実を依頼。

第６ 特別支援教育におけるスポーツ・文化芸術活動等の取組の充実

○近日中に告示予定
※２

の特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の趣旨を踏ま

え、障害のある児童生徒のスポーツ・文化芸術活動等の充実を依頼。

○多くの特別支援学校で行われている卒業生のフォローアップ等について、障害の

●ある子供たちが円滑に次のステージに進めるよう取組の充実を依頼。

※２：平成29年4月28日付で告示済。

第７ 小学校等における障害者に対する理解の推進

○告示した幼稚園・小学校・中学校の学習指導要領等の趣旨を踏まえ、学校教育に

●おける障害者に対する理解に関する取組の充実を依頼。

第８ 高等教育における障害のある学生支援に関する検討

○大学等における障害のある学生の修学支援の在り方について、検討結果を

● 「第二次まとめ」として取りまとめた。これを広く周知し、共通理解と連携を深め、

●取組の充実に努めるよう依頼。

「特別支援教育の生涯学習化に向けて（大臣メッセージ）」等の発出

２



 今後、以下の平成29年度予算事業を推進。

 併せて、①障害者の生涯学習支援活動に係る文部科学大臣表彰、②平成29年度事業の障害者支援の観点からの総

点検、③各方面への周知・機運醸成、などを進める。

 さらに、既存の施策の充実に加え、学校卒業後も教育、文化、スポーツに親しむための支援策について、ニーズを十分

に捉えながら、平成30年度概算要求なども視野に検討を進める。

障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実に関する主な平成29年度予算事業

○地域学校協働活動推進事業 （拡充）64億3,500万円の内数

【担当：生涯学習政策局社会教育課地域学校協働推進室】

コーディネーターを中心として、地域と学校の連携・協働の下、幅広

い地域住民等が参画し、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え

地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校を含め、全国

的に推進

○Specialプロジェクト２０２０ （新規）7,600万円

【担当：スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室】

2020年東京大会のレガシーとして共生社会を実現するため、2020年

に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催

するためのモデル事業や、特別支援学校等を活用した地域における

障害者スポーツの拠点づくり事業等を実施

○障害者の文化芸術活動の充実 （拡充）116億円の内数

【担当：文化庁芸術文化課】

・戦略的芸術文化創造推進事業 7.0億円の内数

芸術文化の振興に必要な芸術活動や障害者の優れた芸術活動の調

査研究、国内外での成果発表のための公演・展覧会の開催等を実施

・文化芸術による子供の育成事業 52.2億円の内数

特別支援学校の子供たちへの文化芸術の鑑賞・体験機会を提供

小中学校等の子供たちへ障害のある芸術家等による文化芸術の鑑

賞・体験機会を提供

・文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 29.6億円の内数

地域の文化芸術資源（現代アート・メディア芸術・工芸・障害者芸術な

ど）を活用した、地域経済の活性化や共生社会の実現につながる先進的

な取組等を支援

○特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加ま

での切れ目のない支援体制整備 （新規）3億4,500万円の内数

【担当：初等中等教育局特別支援教育課】

特別な支援を必要とする子供について、就学前から卒業後にわたる

切れ目ない支援体制の整備を促すため、教育部局と福祉・保健・医

療・労働等の部局が連携し一貫した支援体制を構築する地域を支援

○社会で活躍する障害学生支援センター形成事業 （新規）4,500万円

【担当：高等教育局学生・留学生課】

大学等や福祉・労働行政機関、企業等が協力し、障害のある学生の修

学・就職支援を連携して進める「社会で活躍する障害学生支援センター」

を形成

平成29年度予算事業・今後の取組

３



～ 参 考 資 料 ～







  

















 
   

  
 

 
 

 







 
  

 
















  








  






















  


























  


   








  







  














  


   
































   







   






























  













  








  


  





  


  


























  





  










  


  


  


  





  








  













  



















 
  














  








  







  


  

































  








  






















  









 
  








  











    

 





  








  


























  





  

















  




















 






















  




















 













  





  


  




































































  











  











































 

















2 9文科生第 13号

平成 29年 4月 7日

各都道府県教育委員会教育 長

各指定都市教育委員会教育 長

各都道府県知事

構造改革特別区域法第 12条第 1項

の認定を受けた各地方公共団体の長 殿

各国公私立大学長

各国公私立高等専門学校長

厚生 労 働 省 医 政局長

厚生労働省社会・援護局長

原藤

（印影印刷）

文部科学省高等教育局長

常 盤

（印影印刷）

スポーツ庁次長

高橋道

（印影印刷）





文化庁次長

中岡

（印影印刷）

障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について（依頼）

文部科学省では，これまで学校教育を中心に展開されてきた特別支援教育施

策を，就学前や学校卒業後も含めた総合的な取組として展開していくことが必

要であるとの認識のもと，昨年 12月に別添 1のとおり「文部科学省が所管す

る分野における障害者施策の意識改革と抜本的な拡充」を公表しました。

さらに，このたび，障害者の生涯にわたる多様な学習活動の充実を期して，

別添 2のとおり f特別支援教育の生涯学習化に向けて」と題する大臣メッセー

ジを公表しました。

あわせて，平成 29年度から生涯学習政策局に「障害者学習支援推進室」を

設けるとともに，福祉，保健，医療，労働等の関係部局と連携した進学・就職

を含む切れ目ない支援体制の整備，障害のある子供の自立や社会参加に向けた

主体的な取組を支援する特別支援教育，障害者スポーツや障害者の文化芸術活

動の振興等に総合的に取り組むこととしています。

貴職におかれては，文部科学省との連携協力により，障害者の生涯を通じた

多様な学習活動を支援する観点から，下記のとおり，特段の御配慮と御協力を

お願いします。

都道府県教育委員会におかれては所管の学校等（専修学校を含む。）及び域内

の市町村教育委員会に対し，指定都市教育委員会におかれては所管の学校等（専

修学校を含む。）に対し，都道府県知事におかれては所轄の学校法人及び学校

（専修学校を含む。）に対し，構造改革特別区域法第12条第 1項の認定を受けた

地方公共団体の長におかれては所轄の学校設置会社及び当該会社が設置する学

校に対し，附属学校を置く国公立大学長におかれては管下の附属学校に対し，

専修学校を置く国立大学長におかれては管下の専修学校に対し，厚生労働省医

政局及び社会・援護局におかれては所管の専修学校に対し，下記について周知

を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いします。





記

第 1 障害者の多様な学習活動を総合的に支援する取組・体制の充実について

障害のある子供が，学齢期に充実した特別支援教育を受けるのみならず，

就学前や卒業後も含めたその一生を通じて，自らの可能性を追求できる環境

を整え，地域の一員として豊かな人生を送ることができるようにすることが

重要です。

このため，文部科学省においては，障害者のライフステージ全体に着目し

て，多様な学習活動を支援する取組を推進する体制を確立し，厚生労働省等

とも連携しながら，教育やスポ｝ツ，文化の施策全体にわたって一体的に推

進するため， f障害者学習支援推進室j を生涯学習政策局に設けました。

各都道府県及び市町村・におかれでも，広く生涯学習，学校教育，社会教育，

スポーツ，文化，福祉，保健，医療，労働等の各分野の関係機関が連携し，

障害者の生涯を通じた多様な学習活動の支援を進めていただくことが重要で

す。別添 1に記載の文部科学省の取組のうち，平成 29年度の主な予算事業

を一覧にまとめましたので（別添 3），本資料も参考にしながら，取組の充実

を図っていただくようお願いします。

また，こうした取組の推進等を行う部署を明確にするなど，体制の整備・

充実を図っていただくようお願いします。

なお，都道府県及び指定都市におかれては，文部科学省に置かれた「障害

者学習支援推進室j との連絡調整を行う担当窓口を明確化していただくよう

お願いします。

第 2 障害者の生涯学習支援活動に係る文部科学大臣表彰のための推薦につい

て

文部科学省では，スポーツ活動や文化活動を含む障害者の生涯学習を支え

る活動について，その内容が他の模範と認められる団体等に対し文部科学大

臣表彰を行うことを予定しています。

後日，要綱に基づき被表彰対象候補の推薦を依頼する予定としていますの

で，都道府県及び指定都市におかれては，域内の図体等のうち被表彰対象と

して適切な候補の推薦をお願いします。

特に，スポーツ分野では，既に生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良

団体表彰等の制度があり，障害者スポーツ団体が表彰されている実績もあり

ますが，今般新たに設ける表彰制度においても，表彰の対象となる予定です

ので，積極的な推薦に御配慮いただくようお願いします。





第 3 障害者スポーツ振興を総合的に推進するための体制整備について

平成 26年度に障害者スポーツの所管が厚生労働省から文部科学省へ移管

されたことに伴い，国レベルでは障害者スポーツを含めたスポーツの事務が

一元化されています。

しかしながら，固と同様にスポーツの事務が一元化されている都道府県は

7都県であり，多くの地方公共団体では障害福祉部局が障害者スポーツの事

務を担うている状況です。障害者スポーツを各地域に普及するに当たっては，

人材，ノウハウ，施設等を有するスポーツ部局や，公立学校を所管する教育

委員会等との連携・協働による取組が不可欠です。

各地方公共団体におかれましでも，障害者スポーツを含めたスポーツの事

務の一元化を含め，障害者スポーツの振興を総合的に推進するための体制を

整備いただくようお願いします。

第 4 「Specialプロジェクト 2 0 2 0 Jについて

スポーツ庁では，平成 32年（ 2 0 2 0年）に全国の特別支援学校におい

てスポーツ，文化，教育の全国的な祭典を開催するための rspecial プロジ

z クト 2 0 2 0 Jを推進していますが，その一環として，平成 29年度か

ら同プロジェクトに向けたモデ、ノレ事業（別添 3の別紙 1）を地方公共団体に

委託して取り組むこととしています。各地方公共団体におかれては，同プロ

ジェクトの趣旨を踏まえ，都道府県の関係部署 スポーツ・文化関係団体

特別支援学校，経済団体等が連携してプロジェクトの推進に向けた体制を構

築していただくとともに，積極的なモデ‘ル事業の受託について御配慮、いただ

くようお願いします。

第 5 障害者による文化芸術活動の充実について

文化庁では，障害者の優れた文化芸術活動を広く一般に普及するための取

組の調査研究や，圏内外での成果を発表するための公演，展覧会の開催，特

別支援学校の子供たちに対する文化芸術の鑑賞・体験機会の提供，小中学校

等の子供たちへの障害のある優れた芸術家等による文化芸術の鑑賞 ・体験機

会の提供など，障害者の文化芸術活動の充実に向けた支援を行っています（別

添 3の別紙 2）。こうした支援を活用しつつ，障害者の個性と能力の発揮，社

会参加の促進，さらには，障害の有無にかかわらず，あらゆる人々の相互理

解へとつながる文化芸術活動の充実に努めていただくようお願いします。

第 6 特別支援教育におけるスポーツ・文化芸術活動等の取組の充実

近日中に告示を予定している特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に

おいて，障害のある児童生徒が，学校教育を通 じて身に付けた知識及び技能

を活用 し，持てる能力を最大限伸ばすことができるよう ，生涯学習への意欲

を高めるととも に， 社会教育その他様々な学習機会に関する情報の提供に努





めることや，生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ，幸福で豊かな

生活を営むことができるよう，地域のスポーツ団体，文化芸術団体及び障害

者福祉団体等と連携し，多様なスポーツや文化芸術活動を体験することがで

きるよう配慮することについて位置づける予定です。学校設置者におかれま

しでも，この趣旨を踏まえ，小・中学校等も含め，障害のある児童生徒のス

ポーツ・文化芸術活動等の充実に努めていただきますようお願いします。

また，現在，多くの特別支援学校で行われている，卒業生の様子をフォロ

ーアップしたり，進路などの相談窓口になったりするなどの支援は重要な取

組であり，引き続き障害のある子供たちが円滑に次のステージに進めるよう

取組の充実をお願いします。

第 7 小学校等における障害者に対する理解の推進

障害者の生涯にわたる学びを支援し，地域とのつながりづくりを進めてい

くためには，周囲の人々や地域の障害者に対する理解を進めていくことが必

要です。このため，平成 29年 3月 31日に告示した幼稚園・小学校・中学

校の学習指導要領等においても，特別支援学校等との聞の連携や交流を図る

とともに，障害のある子供たちとの交流及び共同学習の機会を設け，共に尊

重し合いながら協働して生活していく態度を育むことを求め，障害者に対す

る理解に関する内容を充実させているところです。この趣旨を踏まえ，学校

教育における取組の充実に努めていただくよ うお願いします。

第 8 高等教育における障害のある学生支援に関する検討

文部科学省では，大学・短期大学・高等専門学校（以下「大学等Jという。）

における障害のある学生の支援の在り方について検討を行うため，「障害のあ

る学生の修学支援に関する検討会」を開催し，検討結果を「第二次まとめJ（別

添 4）として 3月に取りまとめました。

第二次まとめは，学長等の大学等の教職員や学生，高等学校・特別支援学

校・専修学校，ハローワーク等の就職支援機関等，全ての関係者が，障害の

ある学生に対する支援への理解を深め，適切な支援を行うため参照すること

を想定しています。また，これらの支援の充実には，行政機関の福祉担当部

局等との連携も不可欠であるため，地方公共団体においても参照いただきた

いと考えています。

この第二次まとめを広く周知し，関係者間の共通理解と連携を深め，大学

等におけるこれらの取組の充実に努めていただきますようお願いします。





本件担当

［全般に関する内容及び第 l，第 2に関する内容について］

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課

障害者学習支援推進室

TEL 03-5253-4111 （内1来3460)

［第 3，第4に関する内容について｝

スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室

障害者スポーツ係

TEL 03-5253-4111 （内線3490)

［第 5に関する内容について】

文化庁文化部芸術文化課

企画調査係

TEL 03-5253-4111 （内1来2828)

［第 6，第 7に関する内容について】

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

企画調査係

TEL 03-5253-4111 （内f泉3193)

［第 8に関する内容について］

文部科学省高等教育局学生・留学生課

厚生係

TEL 03-5253-4111 （内線2519)











 









 



 





 









 







 





 





 





 



 





























 











 





 







 









 





 



















 







 





 

  





 





 





 





 



 











 







  















 







 

 



 



 



 





 







  



 















  





  

 













 











 











 





 













 







 

 





 







 



















 







 







 



 









 













 

 









 







 

















 













 

 











 











 









 







 







 



















 

 











 





 



 















  





  











 







 

 











   

 

 







  

 

    

 









  

 

 







  

 

    

 









   

 

    

    











 











 

























  

 



  



  



  

   

   

  



 

  







 



 











       

     

    

     



     

    

     

    

    

     

      

 

     

 

    

     

      



     








